
10/5～営業についてご案内

緊急事態宣言の解除決定を受け、施設利用制限を一部

緩和し、10月5日(火)より下記のとおり営業いたし

ます。

◆営業時間◆

9：00～16：00（短縮営業）
※12：00～13：00も施設ご利用いただけます

◆10/5より再開◆

プール・浴室・マッサージ機・スカイウェル・

囲碁、将棋の個人利用・バンパー・リフレッシュルーム

グラウンドゴルフ
※台数・人数・時間等の利用制限を設けているため、当日

ご利用いただけない場合もあります。

◆注意事項◆

・マスクの着用を必ずお願いします。

・手洗い、アルコール消毒のご協力お願いします。
さいたま市健康福祉センター西楽園 048-624-0486

感染防止にご協力お願いします！

・バスの運行（短縮ダイヤにて）

・大広間での飲食（11時～13時のみ可能）

※湯飲みの貸出し、飲酒はできません。

・卓球の個人利用

※1人1日2回まで（1回30分）

◆営業内容◆


